
アカウンタビリティ革命

「主観性が責任を創るのである。 没個人的

な規則は． ほとんど自然と同じくらい罪が

ない。」セオドア·M ・ ポ ー ター 「数値と客

観性』（藤垣裕子訳）みすず薯房. 20 13年

D会計実践の基礎としての
アカウンタビリティ

W·H・ビー バ ー 『財務報告革命」（伊藤邦

雄訳， 白桃書房， 初版1986年． 原普198 1年）は，

かつて資本提供者が経営者の受託責任の遂行状

況を評価するための会計から． 会計情報の意思

決定有用性支援機能を問題にする情報アプロ ー

チの禅入を， 「 会計革命(accounting revolu

tion)」と呼んだ。 これは ． 会計学の中心的な
理論的根拠が， アカウンタビリティから意思決

定有用性へ変わったことを意味し， そのメルク

マ ー ルはアメリカ会計学会『基礎的会計理論j

（飯野利夫訳， 国元戟房， 1969年． 原書1966年）
の時代に遡ることができる。

しかしこのことによって情報アプロ ー チに

基づく意思決定有用性が． 会計実践の基礎とし
てのアカウンタピリティに取って代わったとみ

るのは正しくない。 なぜなら． 情報の送り手と

受け手の関係は情報アプロ ー チでは解決するこ
とができず． 両者の間にアカウンタピリティ関

係が成立して初めて． 意思決定に有用な情報の

授受が可能となるからである。 この点について

井尻雄士「会計測定の理論」（東洋経済新報社．

國部克彦神）ゴ大学大学院教授

1976年）が「過去何世紀にもわたって， 会計

(accounting) の社会的・組織的な筋金として

会計資任 (accountability)が存在してきたこ

とが明らかになる。 近代社会および近代組織は．

その活動を記録し報告することを基礎とする会
計責任の複雑なネットワ ークに依存している」

(49頁）と主張していることは正しい。

すなわち， 会計の先導的な理論根拠として意

思決定有用性が登場してきたとはいえ， 慈思決

定に有用な情報を提供するためには， その基礎

としてアカウンタピリティ関係が不可欠なので

あり， その意味でアカウンタピリティは会計実

践の基礎としての地位を失っていないのである。

それどころか 國部克彦［社会と環境の会計

学」（中央経済社, 1999年）でも指摘したように，

新しい利害関係者への情報提供のような問題を

解決するためには． 情報の意思決定有用性を検
討する前に， まずはアカウンタビリティ関係が

構築される必要があり ． これまでそのたびにア

カウンタビリティ概念の拡張が議論されてきた。

社会環境会計と総称される領域では． 企業の報
告資任の基盤としてアカウンタビリティ概念の

拡充を主張してきた長い歴史がある。 しかし，

このようなアカウンタビリティに関する議論に

ついて， 近年． 「革命」ともいうべき大きな変

化が生じている。 本稿では， これを「アカウン

タビリティ革命(accountability revolution)」

と名付け． アカウンタビリティをめぐる通説か

ら最先端の議論にまで迫りたい。
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報告すべきであると主張した。 この契約の概念

図アカウンタビリティの拡張 は ， その後R ・ グレイ ， D· オ ー エン， C・ア

ダムス「会計とアカウンタビリティ ーー企業社

企業が経済以外の新しい問題に直面したとき， 会環境報告の変化と挑戦」（山上達人監訳， 白

それをどのようにして企業の責任であると合意 桃書房， 2003年， 原曹1996年）において， 社会

するのかは簡単ではない。 もちろん， 法律で制 契約にまで拡張され， それに伴う社会的アカウ

定されれば， それは企業の法的責任として規定 ンタビリティの必要性が議論されている。

できるが 近年の複雑な社会環境問題は容易に 日本では， 吉田寛「社会責任――—会計学的考
法律による規制を許さない。 たとえば， 企業の

CO2排出最を個別に法律で規制することはとて

も無理であろう。 しかし， 法律で規制できない

からといって， 企業は対応しなくてよいことに

はならない。 企業の社会的責任の多くは， この

ように法律で細部まで規制することが困難では

あるが 何らかの対応が必要な事項であり， こ

のような事項への対応を企業の自主的な活動に

委ねる動きが， 20世紀末から2 1世紀にかけて，

先進国で幅広くみられるようになってきた。 し

かし， 法律で規定されていないのであるから，

法律以外の規範が必要になる。 情報開示の領域

ではそれをアカウンタビリティの拡充に求める

見解が主流であった。
企業のアカウンタビリティを社会的アカウン

タピリティにまで拡張して， 企業社会報告の現

代的な理論的基礎を築いたのは， R・グレイ，

D・オ ー エン， K・マンダース『企業の社会報

告ーー会計とアカウンタビリティ』（山上達人

監訳， 白桃書房， 199 2年， 原困1987年）であっ
た。 グレイらは， 「社会的アカウンタビリティ

は成立した契約の下で社会的責任がある活動を

説明する責任である」(6 頁）と定義し， 法律

的には報告責任がない事項に関しても， アカウ

ンタビリティが存在するとして， アカウンタビ
リティ概念の拡張を主張した。 グレイらの主張

は， 契約という何らかの資源の委託 ・ 受託の関

係が存在するところには報告責任が生じるとい

うもので， たとえば社会や環境に関する法律に
ついて， その法律では報告まで強制していなく

ても， 社会的アカウンタビリティの観点からは

察.l (国元書房， 1978年）が， 社会的エクイテ
ィという概念を用いて， 社会的アカウンタピリ
ティ （同書では「ソシアル· アカウンタビリテ

ィ」と記載）を説明している。 すなわち， 環境

権や市民権， 消費者主権， 労働者主権を何らか

の社会的エクイティに基礎をおく権利と考え，

財務的エクイティに財務アカウンタピリティが

生じるように， 社会的エクイティに対して社会

的アカウンタビリティが生じると主張する。 こ

のような持分概念から説明する考え方は， 山上

達人「環境会計入門』（白桃害房， 1999年）に
もみられる。 そこではアカウンタピリティ拡充

の根拠が， 環境や社会の所有権にあるとされ，

「「環境アカウンタピリティ」の理論的基礎は，

「経済的・資本的所有→支配」（下部構造）から

「社会的 ・ 環境的所有→支配」への変容にある」

(87頁）と指摘されている。

一方向山敦夫「社会環境会計論 一社会と
地球環境への会計アプロ ー チ』（白桃書房，

2003年）は アカウンタビリティの拡充に関し

て， 受託責任を基礎とするアカウンタピリティ

だけでなく， 利害関係に基づくアカウンタピリ

ティが存在すると主張する。 さらに， 「利害関

係者の側は道徳的， 倫理的にのみ情報を要請す

る権利を有すると言えるかもしれない」(100
頁）と主張し， 受託責任ベー スのアカウンタピ

リティを超える視点を示唆している。 この主張

は受託責任という「目に見える」関係から， 道

徳や倫理という「目に見えない」関係を考慮す

る点で注目すべきである。 ただし， アカウンタ

ピリティの範囲の限定については企業と利害関
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係者との交渉に委ねることになるとの主張もみ

られ (101-10 2頁）， その点では， 社会契約論的

な理解であると解釈できよう。

上述のアカウンタビリティ拡張論は， いずれ

も会計学で基本とされている資源もしくは権限

の委託 ・ 受託関係を基礎とするアカウンタビリ

ティの考え方に基づいており， 社会契約をベ ー

スとする考え方も， 「契約」である以上， 何ら

かの委託 ・ 受託関係が措定されている。 これら

の考え方に共通することは． あらかじめ何らか

の関係性があって初めてアカウンタビリティが

生じるのであり， アカウンタピリティの内容は

その関係性に依存するという点にある。 これは，

会計学の基礎としての査源の委託 ・ 受託関係に
甚づくアカウンタピリティの理解を， 社会や環

境問題についても踏襲するものであるが この

基盤が今掘り崩されようとしている。

図アカウンタビリティの陥穿

企業の社会的森任の文脈において． 上述のア

カウンタビリティ拡充論は学界においても実務

界においても． 標準的な理解として没透してい

る半面 その根本的な問題点を指摘する主張も

現れてきた。 堀口真司「企業の社会的責任を追

及する視点ーーアカウンタビリティの陥穿の傍

証として」（『會計」第17 6巻第1号. 2009年）は，

グロ ーバルガパナンスの文脈において． アカウ

ンタビリティがどのような虹任を具体化しうる
のかという点に根本的な疑問を投げかけ， 報告

を受けるべきスチュワ ー ドとして． 「あらゆる

「他者」の声を代表するような主体が樹立され

ているわけでも ． またあらゆる「他者」に対し
て主権が委譲されているわけでもない」と指摘

し．「長年の間． 会計や監究の基礎理論として

位置づけられてきたアカウンタピリティという

概念からは、 理念的（理論的）にも技術的（実
践的）にも． 人間の根本的な権利 ・ 義務の問い

直しを迫るような貨任を提示することが難し

い」(74-75頁）と批判する。

堀口がアカウンタピリティ批判の切り口とし
た他者性という視点は， アカウンタビリティが

報告対象としている他者に対する想定を問題に
する視点である。 そこには， 社会や環境に関す
る問題を考える場合 ， そこで想定されるべき情
報の受け手である他者は， 社会や環境問題を引
き起こしてきた現在のシステムを前提としたア
カウンタビリティでは捉えきれないはずである
という， 根源的な批判が含まれている。

この問題について， 中澤優介「追求ではなく
構築するものとしてのアカウンタビリティー一

インテリジェント ・ アカウンタビリティに見る
会計の役割」（「社会関連会計研究j第24号．
201 2年）は'J ・ ロバー ツおよび0 ・ オニ ー ル
の議論に基づき． 説明の起点としての自己と．

説明の受け手としての他者に関する本質からア
カウンタピリティの問題を検討している。 会計
中心のアカウンタビリティでは． 達成されるべ
きものとして説明者の透明性を暗黙の前提とし
ているが「透明な自己」などどこにも存在し
ない。 存在しない「透明な自己」についての説
明は． 当然のことながら説明を受ける他者を損
なうことにも通じる。 したがって． 「アカウン
タピリティとは本質的に追求するようなもので
はなく． 他者との関係性のなかで構築していく
もの」であり． 「自己に対する「謙虚さ」およ
び他者に対する「党大さ」」(79-80頁）をもっ
インテリジェント ・ アカウンタピリティヘの転

換を主張する。

増子和起「アカウンタビリティの脱構築�
自己と他者の視点から」（「六甲台論集』第61巻

第1号. 2014年）では． この問題を,] ・ デリダや
E ・ レヴィナスに依拠しながら． これまでのア
カウンタビリティ論は． 「ルー ルや基準を含む
規範を能動的に引証する権能を有する主体」(37

頁）として「自己に甚礎を持つ主体」を前提とし
て構築されてきたが それでは他者に負うべき
責任が規則やルー ルに則っているかどうかの問

題になってしまい ， 他者に負うべき責任が履行

できないと批判する。 そして， 他者に開かれた

「自己に基礎をおかない主体」 を前提としたア

カウンタビリティヘの転換を主張する。 なぜな

ら， 「他者に対するアカウンタビリティの履行

とは， 他者に対する責任は一貰して維持された

うえでの誰にどの程度という問いが開かれる場

所」(51頁）だからである。 すなわち ， 責任を

固定化せずに開くことが必要であり， 開く方向

性に制限があってはならず， ここに必然的に他

者に対する無限の責任が措定されることになる。

これまでの議論で， 既存のアカウンタピリティ

論の陥痒は明らかであろう。 これまでのアカウ

ンタビリティをめぐる議論は， アカウンタピリ

ティ関係を何らかの資源や権限の委託 ・ 受託や

それに準じる契約によって捉えようとしてきた。

しかし， それは他者に対して本来負うべき責任

を規則やルー ルに置き換えたにすぎず， しかも，

その規則やルー ルが社会や環境問題の視点から

は批判されるべきグロ ーバル経済を支えてきた

とすれば， それに期待することはできないとい

う主張は正当性を持つ。 このアカウンタビリテ

イの陥穿は実際に現代社会のリスクであり， こ

のリスクがリー マンショ ックや福島原発事故の

ように， ときに破滅的な形で生じることを， わ

れわれはすでに何度も経験してきたし， 現代社

会における経済格差がよく目に見えない形で広

がってきたことも， ここに1 つの原因がある。

日アカウンタビリティの可能性

したがって， われわれは会計存立の基盤であ

る資源の委託・受託関係に基づくアカウンタピ

リティを超克しなければならない。 アカウンタ

ピリティに陥穿があるとすれば， 同時にそれは

可能性の源でもあるはずである。

國部克彦「社会環境会計と公共性ー一新しい

会計学のディシプリン」（「国民経済雑誌」第

210巻第1号， 2014年）では H ・ ア ー レント

令
およびJ・デリダの議論に基づき， 資源，権限

の委託・受託関係に基づく従来のアカウンタビ

リティを， 正義という無限の責任に基づくアカ

ウンタビリティヘ転換すべきであると主張する。

ここで正義とは， 法律や規則ましてや経済的な

取引に還元されることのない外部の地点に立つ

ものであり， 正義には原理的に到達し得ないけ

れども， それを目指すという行為をアカウンタ

ピリティがもたらすとき， それは無限のアカウ

ンタビリティの名に値することになる。

このようなアカウンタビリティが実際に可能

か否かについては， 今後の研究を待っべきであ

るが， 容易ではないことは確かである。 しかし，

中澤優介・ 尻無濱芳崇・北田皓嗣「アカウンタ

ビリティが開かれるときー一ー関市国保藤沢病

院の事例に見るアクターの複数性」（［国民経済

雑誌j第210巻第1号， 2014年）では， ー病院

のナイトスクー ルという形式での地域住民を対

象としたアカウンタピリティの実践が， パプリ

ック ・ セクターにおける従来の閉じられたアカ

ウンタビリティ関係（同論文では「アカウンタ

ピリティ ・ レジー ム」と呼ぶ）を開く可能性が

あることを論証している。 新しい情報の受け手

として地域住民に直接説明することが， 旧来の

アカウンタビリティ関係の開かれの事例である

と， 中澤らは説明する。

ヒ記のケ ー スは， 数値によらないアカウンタ

ピリティであるナラテイプ ・ アカウンタピリテ

ィによる「開かれ」の事例であるが 無限貨任

に基づく新しいアカウンタピリティは， 会計計

算をあきらめるわけではない。 J ・ デリダ『な

らず者たち」（剃飼哲 ・ 高橋哲哉訳， みすず苫房 ，

2009年， 原苦2003年）は， 「計算可能な尺度が，

計算不可能なものおよび計屎不可能なものへの

接近を可能にもするのである， それ自体必然的

に計算可能なものと計算不可能なものの間で未

決にとどまる接近を」010貞）と述べているが，

ここにこそ ， 会計そしてアカウンタピリティの

可能性のすべてがある。
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